
　皆さんから納めていただいた税金、保険料などは、町の一般会計・特別会計の財源の一部となり、
町の行財政運営に使われました。歳入は71億2,836万円で、前年度と比較して1億6,774万円（2.3%）
減少、歳出は67億7,499万円で、前年度と比較して5,638万円（0.8%）減少しました。詳しい決算状
況は次のとおりです。 

決算状況をお知らせします 

歳入 
71億2,836万円 

歳出 
67億7,499万円 

翌年度繰越財源 
1,456万円 

実質収支 
3億3,881万円 － － ＝ 

★実質単年度収支（繰越金や基金の出し入れを除き純粋に1年間で出入りしたお金の差） 

 …8,811万円の赤字 

町税の内訳 

固定資産税 
町民税（個人） 
町民税（法人） 
町たばこ税 
軽自動車税 

12億9,220万円 
12億402万円 
1億5,413万円 
1億2,605万円 

5,112万円 

■A）町税　28億2,752万円 
住民税、固定資産税など皆さん
から納めていただいたお金 

■B）繰入金　1億6,737万円 
基金などからの繰入金 

■f）公債費　5億3,079万円 
国や銀行からの借り入れに対
する返済金 

■g）消防費　3億7,679万円 
消防や水防などの費用 

常備消防事務事業 3億4,346万円 

■h）その他　3億2,029万円 
議会、農業振興、商工業振興などの費用 

商工業団体支援事業 1,480万円 
かんがい排水事業負担金 829万円 

■C）その他自主財源　7億8,855万円 
公共施設の使用料、各種証明書交付手数
料や寄附金も含まれます 

■D）国県支出金　13億1,308万円 
国県から補助、負担されるお金 
○国庫支出金 
　　児童手当負担金 2億5,126万円 
　　保育給付費負担金 1億5,207万円 
　　社会資本整備総合交付金 8,895万円 
○県支出金 
　　保険基盤安定負担金 9,692万円 
　　障害者自立支援給付費負担金 9,217万円 
　　保育給付費負担金 6,585万円 
　　重度心身障害者医療費補助金 4,941万円 

■E）地方交付税　10億9,567万円 
町の規模に応じて、標準的な財政運営が
できるよう国から交付されるお金 

■F）町債　3億8,940万円 
建設工事など金額の大きな事業を行う
ために借り入れをしたお金 

■G）その他依存財源　5億4,677万円 
国に納めた税金から一定のルールで交付
されるお金 

G）7.6% 

F）5.5% 

E）15.4% 

D）18.4% 

C）11.0% 

B）2.4% 

A）39.7%

a）36.3% 

b）13.5% 

c）11.3% 

d）11.1% 

e）9.7% 

f）7.8% 

g）5.6% 

h）4.7%

依存財源 

自主財源 

歳入 
（収入） 

71億2,836万円 

歳出 
（支出） 

67億7,499万円 

町が自ら基準を定め、徴収・収納できる
お金 

（町が自立し、安定した行政活動を進め
るためには自主財源の増加が望まれます） 

自主財源 ？ 

国や県の基準に基づき、交付されるお金 
（使い道が特定されているものが多く、
自由に使うことができません） 

依存財源 ？ 

■a）民生費　24億5,598万円 
社会福祉、障害者福祉、福祉医療、児童手当、 
保育所、子育て支援などの費用 

施設型給付（保育）事業 3億9,229万円 
障害者自立支援給付事業 3億6,087万円 
児童手当等支給事業 3億6,020万円 
乳幼児医療費助成事業 9,861万円 

■b）衛生費　9億1,120万円 
保健衛生、ごみ処理などの費用 

ごみ収集・処分事業 5億6,503万円 
予防接種事業 5,590万円 
し尿（浄化）処分事業 5,313万円 

■c）総務費　7億6,575万円 
一般事務管理、庁舎等管理、公共施設巡回
町民バス運行、徴税、戸籍住民基本台帳、
町内会助成などの費用 

情報化推進事業 4,697万円 
かさまつ応援事業 3,413万円 

■d）土木費　7億5,503万円 
道路、橋梁、河川、都市計画などの費用 

排水路改良事業 2億1,898万円 
道路修繕事業 5,820万円 
公園等管理事業 4,626万円 

■e）教育費　6億5,916万円 
小学校、中学校、学校給食センター、
社会教育、保健体育などの費用 

教育委員会運営事業 7,497万円 
松枝小学校管理事業 5,713万円 
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令和元年度 

■国民健康保険特別会計 

歳
入 

歳
出 

23億 
49万円 

国民健康保険税 4億5,837万円 
・被保険者一人あたり約7万円 
他に、国・県からの交付金や一般会計から
の繰入金でまかなわれています。 

療養給付費・療養費 12億9,172万円 
・医療費（被保険者）一人あたり約29万円 

22億 
6,448万円 

■後期高齢者医療特別会計 

歳
入 

歳
出 

2億 
8,932万円 

後期高齢者医療保険料 2億506万円 
・被保険者一人あたり約6万円 
他に、一般会計からの繰入金でまかなわれ
ています。 

後期高齢者医療広域連合納付金 
 2億6,851万円 
岐阜県後期高齢者医療広域連合が保険料
の決定や医療の給付などの事務処理を行
っています。 

2億 
8,550万円 

■介護保険特別会計 

歳
入 

歳
出 

18億 
5,650万円 

介護保険料 4億2,172万円 
・被保険者一人あたり約7万円 
他に、国・県からの交付金や一般会計から
の繰入金でまかなわれています。 

介護給付費 15億7,976万円 
・介護サービス利用（保険者負担分） 
他に、介護予防事業などに使うお金として
支出されます。 

17億 
7,284万円 

特 別会計 

基 金と町債 

■財政健全化判断比率 

財 政健全化比率の公表 

一般会計とは切り離して、同じ目的で行う事業をひとまとめに扱う会計です。 
笠松町には次の3つの特別会計があります。 

・財政調整基金 7億431万円 
・特定目的基金 5億8,529万円 

※平成30年度に比べて3,631万円増加 
・町全体では… 12億8,960万円 

・町民一人あたりに換算すると… 5.8万円 

■基金現在高状況　～町の貯蓄はどのくらい？～ 

・一般会計債 27億9,052万円 
・下水道事業債 44億1,144万円 
・臨時財政対策債 41億5,540万円 

※平成30年度に比べて2億1,018万円減少 
・町全体では… 113億5,736万円 

・町民一人あたりに換算すると… 51.2万円 

■町債現在高状況　～町の借金はどのくらい？～ 

地方交付税として算定されるべき額の一部をいったん地方
自治体で借りているお金で、返済金額相当分は返済する年
度の地方交付税に上乗せされています。 
※町民一人あたりは、令和2年3月31日現在の人口22,180人で計算

しています。 

臨時財政対策債 ？ 財源が不足する場合や災害などの緊急事態に備えて貯め
ておくお金 

財政調整基金 ？ 

福祉や教育、インフラ整備など特定の目的のために使われ
るお金 

特定目的基金 ？ 

　地方公共団体の財政の健全性は次の4つの指標で判断されます。それぞれ、「健全段階」「早期健全化段階」
「財政再生段階」の3つの段階に区分され、4つの指標のうち1つでも「早期健全化段階」の基準値以上になった場
合は、法律で定められた計画に沿って財政健全化を図ることとなります。 

①実質赤字比率：一般会計などの赤字の程度を示します。笠松町は黒字のため、該当はありませんでした。 

★ 早期健全化段階 財政再生段階 

0%（笠松町） 15% 20%

■資金不足比率 

　公営企業（笠松町の場合は水道事業・下水道事業が該当）の資金不足額が、事業規模に対してどの程度の割
合かを示す指標です。笠松町は両事業とも不足額が発生していないため、該当はありませんでした。 

★ 早期健全化段階 

0%（笠松町） 20%

②連結実質赤字比率：一般会計や特別会計、企業会計などすべての会計を合算して、町全体の赤字の程度を示します。 
笠松町は黒字のため、該当はありませんでした。 

★ 早期健全化段階 財政再生段階 

0%（笠松町） 20% 30%

③実質公債費比率：借入金の返済額などの大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示します。笠松町は早期健全化基準を下回ってお
り、前年度と比較すると0.1%減少しています。 

★ 早期健全化段階 財政再生段階 

6.4%（笠松町） 25%0% 35%

④将来負担比率：借入金など、将来支払っていく可能性のある負担の大きさを現時点で指標化し、将来の財政運営を圧迫する可能性の
高さを示します。笠松町は早期健全化基準を大きく下回っていますが、前年度と比較すると0.5%増加しています。 

★ 早期健全化段階 

81.5%（笠松町） 350%0%

町民一人あたりの収入額 

町税 
地方交付税 
国庫支出金 
県支出金 
繰越金 
地方消費税交付金 
町債 
繰入金 
使用料及び手数料 
その他 
合計 

127,480円 
49,399円 
36,590円 
22,611円 
20,952円 
18,131円 
17,556円 

7,546円 
5,925円 

15,197円 
321,387円 

町民一人あたりの支出額 

民生費 
衛生費 
総務費 
土木費 
教育費 
公債費 
消防費 
諸支出金 
議会費 
その他 
合計 

110,730円 
41,082円 
34,524円 
34,041円 
29,719円 
23,931円 
16,988円 

7,211円 
3,138円 
4,091円 

305,455円 

支出が義務付けられ、
簡単に削減することが
できないお金 

義務的経費 ？ 

■町民一人あたりの収入額・支出額 

■歳出の性質別内訳 

歳出の 
性質別内訳 

（支出） 
67億7,499万円 

物件費（21.8%） 
14億7,383万円 

補助費等（16.9%） 
11億4,464万円 

繰出金（10.7%） 
7億2,691万円 

普通建設事業費（4.9%） 
 3億3,009万円 

その他（4.3%） 2億8,767万円 

扶助費（21.2%） 14億3,878万円 

人件費（12.4%） 8億4,228万円 

公債費（7.8%） 5億3,079万円 

義務的経費 
（41.4%） 

？ 

令和2年11月号 
第1122号 4 令和2年11月号 

第1122号 5



令和元年度 

■国民健康保険特別会計 

歳
入 

歳
出 

23億 
49万円 

国民健康保険税 4億5,837万円 
・被保険者一人あたり約7万円 
他に、国・県からの交付金や一般会計から
の繰入金でまかなわれています。 

療養給付費・療養費 12億9,172万円 
・医療費（被保険者）一人あたり約29万円 

22億 
6,448万円 

■後期高齢者医療特別会計 

歳
入 

歳
出 

2億 
8,932万円 

後期高齢者医療保険料 2億506万円 
・被保険者一人あたり約6万円 
他に、一般会計からの繰入金でまかなわれ
ています。 

後期高齢者医療広域連合納付金 
 2億6,851万円 
岐阜県後期高齢者医療広域連合が保険料
の決定や医療の給付などの事務処理を行
っています。 

2億 
8,550万円 

■介護保険特別会計 

歳
入 

歳
出 

18億 
5,650万円 

介護保険料 4億2,172万円 
・被保険者一人あたり約7万円 
他に、国・県からの交付金や一般会計から
の繰入金でまかなわれています。 

介護給付費 15億7,976万円 
・介護サービス利用（保険者負担分） 
他に、介護予防事業などに使うお金として
支出されます。 

17億 
7,284万円 

特 別会計 

基 金と町債 

■財政健全化判断比率 

財 政健全化比率の公表 

一般会計とは切り離して、同じ目的で行う事業をひとまとめに扱う会計です。 
笠松町には次の3つの特別会計があります。 

・財政調整基金 7億431万円 
・特定目的基金 5億8,529万円 

※平成30年度に比べて3,631万円増加 
・町全体では… 12億8,960万円 

・町民一人あたりに換算すると… 5.8万円 

■基金現在高状況　～町の貯蓄はどのくらい？～ 

・一般会計債 27億9,052万円 
・下水道事業債 44億1,144万円 
・臨時財政対策債 41億5,540万円 

※平成30年度に比べて2億1,018万円減少 
・町全体では… 113億5,736万円 

・町民一人あたりに換算すると… 51.2万円 

■町債現在高状況　～町の借金はどのくらい？～ 

地方交付税として算定されるべき額の一部をいったん地方
自治体で借りているお金で、返済金額相当分は返済する年
度の地方交付税に上乗せされています。 
※町民一人あたりは、令和2年3月31日現在の人口22,180人で計算

しています。 

臨時財政対策債 ？ 財源が不足する場合や災害などの緊急事態に備えて貯め
ておくお金 

財政調整基金 ？ 

福祉や教育、インフラ整備など特定の目的のために使われ
るお金 

特定目的基金 ？ 

　地方公共団体の財政の健全性は次の4つの指標で判断されます。それぞれ、「健全段階」「早期健全化段階」
「財政再生段階」の3つの段階に区分され、4つの指標のうち1つでも「早期健全化段階」の基準値以上になった場
合は、法律で定められた計画に沿って財政健全化を図ることとなります。 

①実質赤字比率：一般会計などの赤字の程度を示します。笠松町は黒字のため、該当はありませんでした。 

★ 早期健全化段階 財政再生段階 

0%（笠松町） 15% 20%

■資金不足比率 

　公営企業（笠松町の場合は水道事業・下水道事業が該当）の資金不足額が、事業規模に対してどの程度の割
合かを示す指標です。笠松町は両事業とも不足額が発生していないため、該当はありませんでした。 

★ 早期健全化段階 

0%（笠松町） 20%

②連結実質赤字比率：一般会計や特別会計、企業会計などすべての会計を合算して、町全体の赤字の程度を示します。 
笠松町は黒字のため、該当はありませんでした。 

★ 早期健全化段階 財政再生段階 

0%（笠松町） 20% 30%

③実質公債費比率：借入金の返済額などの大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示します。笠松町は早期健全化基準を下回ってお
り、前年度と比較すると0.1%減少しています。 

★ 早期健全化段階 財政再生段階 

6.4%（笠松町） 25%0% 35%

④将来負担比率：借入金など、将来支払っていく可能性のある負担の大きさを現時点で指標化し、将来の財政運営を圧迫する可能性の
高さを示します。笠松町は早期健全化基準を大きく下回っていますが、前年度と比較すると0.5%増加しています。 

★ 早期健全化段階 

81.5%（笠松町） 350%0%

町民一人あたりの収入額 

町税 
地方交付税 
国庫支出金 
県支出金 
繰越金 
地方消費税交付金 
町債 
繰入金 
使用料及び手数料 
その他 
合計 

127,480円 
49,399円 
36,590円 
22,611円 
20,952円 
18,131円 
17,556円 

7,546円 
5,925円 

15,197円 
321,387円 

町民一人あたりの支出額 

民生費 
衛生費 
総務費 
土木費 
教育費 
公債費 
消防費 
諸支出金 
議会費 
その他 
合計 

110,730円 
41,082円 
34,524円 
34,041円 
29,719円 
23,931円 
16,988円 

7,211円 
3,138円 
4,091円 

305,455円 

支出が義務付けられ、
簡単に削減することが
できないお金 

義務的経費 ？ 

■町民一人あたりの収入額・支出額 

■歳出の性質別内訳 

歳出の 
性質別内訳 

（支出） 
67億7,499万円 

物件費（21.8%） 
14億7,383万円 

補助費等（16.9%） 
11億4,464万円 

繰出金（10.7%） 
7億2,691万円 

普通建設事業費（4.9%） 
 3億3,009万円 

その他（4.3%） 2億8,767万円 

扶助費（21.2%） 14億3,878万円 

人件費（12.4%） 8億4,228万円 

公債費（7.8%） 5億3,079万円 

義務的経費 
（41.4%） 

？ 
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企業債（水道事業の借金） 　5億3,202万円（令和2年3月31日現在） 

その他の収入（20.9%） 
4,947万円 

工事負担金（3.8%） 
456万円 

借入金元金の返済（9.2%） 
2,006万円 

建設改良費（90.8%）　 
1億9,804万円 

水道料金収入（79.1%） 
1億8,750万円 

借入金利息の支払（2.2%） 
464万円 

施設の維持管理費・ 
人件費など（46.4%） 
9,828万円 

施設の減価償却費（51.4%） 
1億905万円 

企業債（96.2%）　 
1億1,440万円 

■収益的収入と支出 
令和元年度は、収支差引2,500万円の純利益となりました。 

水 道事業会計 
水をお届けするための財源と費用 
収益的収支 ？ 

■資本的収入と支出 
収支差引9,914万円の不足額は、損益勘定留保資金などで補てんしました。 水道施設を整備するための財源と費用 

資本的収支 ？ 

収入　2億3,697万円（税抜） 支出　2億1,197万円（税抜） 

収入　1億1,896万円（税込） 支出　2億1,810万円（税込） 

給水戸数（令和2年3月31日現在） 

年間総配水量 
8,965戸 

2,773,402裙 
供給単価（1裙あたりの販売単価） 

給水原価（1裙あたりの造水単価） 

81.02円 
77.69円 

業
務
量 

企業債（下水道事業の借金） 　44億1,445万円（令和2年3月31日現在） 

他会計補助金（21.4%） 
1億641万円 

その他の収入（28.6%） 
1億4,225万円 

他会計補助金（33.5%） 
2億48万円 

国庫補助金（13.1%） 
7,800万円 建設改良費（37.6%） 

2億5,141万円 借入金元金の返済（62.4%） 
4億1,642万円 

下水道使用料収入（50.0%） 
2億4,839万円 

借入金利息の支払 
（14.2%） 
8,970万円 

施設の維持管理費・人件費など（8.5%） 
5,383万円 

流域下水道維持管理負担金 
（23.8%） 
1億5,076万円 

施設の減価償却費（53.5%） 
3億3,913万円 

企業債（53.4%） 
3億1,960万円 

■収益的収入と支出 
令和元年度は、収支差引1億3,637万円の純損失となりました。 

下 水道事業会計 
汚水を処理するための財源と費用 
収益的収支 ？ 

■資本的収入と支出 
収支差引6,975万円の不足額は、損益勘定留保資金などで補てんしました。 

※笠松町の下水道事業は平成31年4月から地方公営企業法を全部適用し、公営企業会計へ移行しました。 

下水道施設を整備するための財源と費用 
資本的収支 ？ 

収入　4億9,705万円（税抜） 支出　6億3,342万円（税抜） 

収入　5億9,808万円（税込） 支出　6億6,783万円（税込） 

整備済面積（令和2年3月31日現在） 

年間汚水処理水量 
515.41ha 

2,680,223裙 
普及率（行政区域内人口の中で下水道を利用できる人の割合） 

水洗化率（下水道を利用できる人口の中で実際に下水道を利用されている人の割合） 

88.6% 
84.5%

業
務
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長寿のお祝い　敬老会 
　9月10日、88歳の方32人を笠松中央公民館に
招待し、敬老会を開催しました。 
　古田町長や来賓の方が「いつまでもお元気で
長生きしてください」とお祝いの言葉をかけられ
ました。 
　出席された皆さんは、懐石料理に舌鼓を打ち
ながらオカリーナさんによるオカリナとピアノの生
演奏を鑑賞され、楽しいひとときを過ごされました。 

　9月15日、園児に楽しく手洗いの習慣を身に付
けてもらおうと、松枝保育所で手洗い指導が行わ
れました。 
　イラストによる説明や手洗いのポイントが身につ
くダンスを踊りながら、楽しく正しい手洗いについ
て学びました。 
　実戦練習では、園児一人ひとりの手にばい菌
に見立てた洗い流せるスタンプが押され、教わっ
たばかりのポイントを確認しながら、スタンプが消
えるまで一生懸命手洗いをしました。 

園児が手洗いのポイントを教わりました 

　9月24日、長良川ホールで開催された岐阜県交通安全県民大会において、交通安全功労者表彰が

行われました。 

　多年にわたり、交通安全思想の普及や交通事故防止の活動に尽力された功績が認められ、次の方

が受賞されました。 

岐阜県警察本部長・岐阜県交通安全協会長　連名賞（個人の部） 
　鎌田 嘉彦さん（無動寺） 

　野垣 直博さん（円城寺） 

令和2年度　岐阜県交通安全功労者表彰受賞者 

　10月2日、役場で献血推進功労者表彰の伝達

式が行われました。 

　多年にわたり、献血運動の推進に尽力された

功績が認められ、次の団体に表彰状・感謝状が

贈呈されました。 

厚生労働大臣表彰状 
　社会医療法人蘇西厚生会　松波総合病院 

厚生労働大臣感謝状 
　笠松刑務所 

令和2年度　献血推進功労者表彰受賞団体 

まちの話題 皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。 
広報担当者が取材に伺います！ 

c企画課　蕁388‐1113
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